
横浜海上保安部からの連絡事項

横浜海上保安部
航行安全課

令和７年7月４日（金）

（神奈川地域連絡会資料）
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●出光海底配管撤去工事
【事業主体】
出光興産株式会社

【事業予定期間】
令和6年度～令和7年度

【令和7年度の海上工事】
バース下部堆積土砂浚渫
海底配管上部土砂浚渫及び海底配管の撤去

●川崎港臨港道路建設工事
【事業主体】
関東地方整備局京浜港湾事務所

【事業予定期間】
平成27年度～令和9年度

【令和7年度の海上工事】
東扇島及び水江町側の主塔（MP3・4）上段ブロック架設

※年度2回、委員会実施（例年実施）

●ENEOS扇島シーバース連絡配管設置工事
【事業主体】
ENEOS株式会社川崎製油所

【事業予定期間】
令和6年度～令和10年度

【令和7年度の海上工事】
連絡配管橋設置作業、鋼管杭打設等

●新本牧ふ頭建設工事
【事業主体】
横浜市（第1期地区）、関東地方整備局（第2期地区）

【事業予定期間】
令和元年度～令和13年度

【令和7年度の海上工事】
第1期地区：護岸工、埋立工
第2期地区：岸壁側工事、護岸工、中仕切工

※年度2回、委員会実施（隔年で実施（次回令和8年度開催））



新本牧ふ頭建設工事

◆工事周辺海域において航泊禁止措置を
講じています。

◆警戒船が昼夜間配備されています。

◆工事に伴い、大型の工事作業船等が同
海域に出入りしますので、付近航行の
際は注意をお願いします。

Ｎ

横浜航路

本牧ふ頭

黄色灯付浮標航泊禁止海域

工事に係る航泊禁止措置等（１）



川崎沖土砂投入工事

◆工事に伴い、航泊禁止措置・錨地
（KK1）の使用制限を講じていました
が、令和７年５月２９日をもって解除
しています。

◆令和７年８月頃より、同様の海域に
おいて工事が行われる見込みであるこ
とから、航泊禁止措置等を講じる予定
としています。
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令和7年5月29日までの航泊禁止・錨地の使用制限図
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工事に係る航泊禁止措置等（２）



※上記勧告に際し、錨泊船の状況を把握し、情報提供や錨地の整理を行うため、
横浜・川崎区に錨泊する総トン数５００トン未満（危険物積載船を除く。）の船舶に対し、
横浜海上保安部あての通報をお願いしています。
（横浜海上保安部ホームページにも掲載しています。）

風速20m/s以上の風が予想される場合 又は台風の強風域がかかる場合

≪台風襲来時等における対策概要≫（港則法に基づく勧告）

①「第一警戒体制」を勧告
↳ 在港船舶は、VHFの常時聴取、守錨体制の強化等の走錨防止対策を実施。
特に走錨対策強化海域内の錨泊船は、走錨防止対策を徹底。

②「錨泊自粛」を勧告
↳ 高乾舷船（ｶｰﾌｪﾘｰ、ｺﾝﾃﾅ船、自動車運搬船等）及び積荷積載率10％未満の船舶
は、走錨対策強化海域内での錨泊を自粛。錨泊中の場合は出域。

台風の暴風域がかかる場合

①「第二警戒体制」を勧告
↳ 1,000ﾄﾝ以上の危険物積載タンカー、高乾舷船等は、防波堤外に退避。

②「入港制限」を勧告
↳ 1,000ﾄﾝ以上の船舶は、入港しない。

東京ｶﾞｽ
扇島LNGﾊﾞｰｽ

JERA
扇島LNGﾊﾞｰｽ

南本牧はま道路

京浜港（横浜区・川崎区）における走錨事故防止対策



「海の安全運動」～７月の海難防止・安全啓発活動～

７月13日（日）

第38回横浜港ボート天国開会式・
ディンギーヨットレース対応

（於：みなとみらい21地区臨港パーク
前面海域）

７月21日（月・祝）

八景島シーパラダイスにおける
安全啓発活動

７月27日（日）

海上安全指導員との合同パトロール
（於：横浜海上防災基地周辺海域）

出動式

※写真は昨年度実施時の状況です

一日海上保安官任命



ご清聴ありがとう
ございました


